
｢洗浄水を貯留するタンクに､

             異なる化学物質のタンク洗浄水は入れない!｣
 
平成２３年６月２８日１１時２５分ごろ発生したケミカルタンカー日祥丸乗組員
死傷事故の再発を防ぐため､運輸安全委員会の後藤昇弘委員長は同種事故の再発
が懸念されるため､調査中ではあるが､去る８月４日に海事局に対してこれらの
情報を提供した｡
 
本事故は、「Ｎ丸」が名古屋港において水硫化ソーダ（硫化水素ナトリウム）
をタンククリーニング作業中、平成23 年６月28 日11 時25 分頃、硫化水素ガ
スが発生し乗組員が死傷したもの。今後の調査により事実関係を確定すること
にしているが、現在までの調査の結果、アクリル酸を含む洗浄水が入っていた
タンクに、水硫化ソーダを含む洗浄水を入れた事実が明らかになっており、こ
のことにより硫化水素ガスが発生した可能性が考えられる。
  
(９月５日内航海運新聞)
 
 
 
 
 
以下 運輸安全委員会情報 
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